
ウクライナに支援の手を！
ふるさとひょうご寄附金

ひょうごウクライナ支援プロジェクト

兵庫県危機管理部防災支援課防災企画班
TEL：078-362-9870 (内線5352)
メール：bosaishien@pref.hyogo.lg.jp

お問い合わせ

ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税

法人からの寄附
「寄附申出書」(法人用)による
ご寄附を受け付けています。

ひょうごウクライナ支援
プロジェクトの概要はこちら

寄附のメリット
個人：ふるさと納税として住民税控除等の対象
法人：法人税の損金算入が可能
県内外の個人・法人のみなさまが寄附のメリットを受けられます。

※プロジェクトの性質上、返礼品
はございませんのでご了承ください。

兵庫県の「創造的復興」の経験と教訓を
活かし、義手・義足のリハビリや
こころのケア分野の人材育成などの

支援を行ってまいります。

寄附へのご協力を
お願いします。

個人からの寄附
下記２カ所のふるさと納税
サイトで受け付けています。

＜「創造的復興」の理念を活かしたウクライナ支援プロジェクトに関すること＞

阪神・淡路大震災でたくさんの温かいご支援をいただいた兵庫県。
国内外の安全と安心に貢献していくことは、私たちの大切な使命です。
兵庫県では、ウクライナのイヴァーノフランキーウシク州、ミコライウ州と覚書を締結し、
現地のニーズに基づいた支援に取り組んでいます。
2月19日に開催された「日・ウクライナ経済復興推進会議」で、日本政府からウクライナ
への約束として、本県が締結した覚書を含む、56の協力文書が紹介されました。
これからも政府などと連携し、兵庫県の経験と教訓を活かした支援に取り組みます。

兵庫県知事



「創造的復興」の理念を活かしたウクライナ支援プロジェクト 

寄附申出書（個人・法人用） 

令和  年  月  日 

兵庫県知事 あて 

 

所在地 〒                              

氏名・法人名                  （代表者名                 ） 

ご連絡先・ご担当者名               電話                   

（ご記入いただいた個人情報につきましては、「ふるさとひょうご寄附金」に関する業務以外には使用しません。） 
 

 

 

「創造的復興」の理念を活かしたウクライナ支援プロジェクトの趣旨に賛同し、兵庫県への寄附をしたい

ので申し出ます。 

 

１ 寄附金額               円 
 

 

２ 希望される納付方法（以下のいずれか１つに☑をつけてください） 

 納付方法 手続き等について 

□ 納入通知書払い 
後日お送りする納入通知書により県が指定する金融機関の窓口で納入してくださ

い。なお、振込手数料は無料です。 

□ 県の窓口への持参 窓口は、兵庫県危機管理部防災支援課及び兵庫県東京事務所です。 

   ※納付された寄附金は返還することができません。 

 

［注意事項］ 
（１）事業の指定は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」（寄附の条件等として県が法的義務を負い、その不履

行の際には当該寄附の解除など寄附の効果に影響を与えるもの）としてではなく、「指定寄附」（寄附者が自らの寄附金について何ら

かの使途を希望し、県としてこれを尊重しつつ、各分野への配分を判断・活用させていただくもの）としてお受けします。 

（２）寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みをお断りします。 

   ① 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合      ② 寄附者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合 

   ③ 寄附者が県内を選挙区とする公職にある者(候補者や候補者になろうとする者含む)である場合 

 

 
 【提出先】 

 兵庫県危機管理部防災支援課 防災企画班 

  住所 ：〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 

  電話：078-362-9870 
  F A X：078-362-4459 

E ﾒｰﾙ：bosaishien@pref.hyogo.lg.jp 

 

※郵送・FAX・メールで受け付けております。 

※兵庫県防災支援課あて  ＦＡＸ ０７８－３６２－４４５９ 
メール bosaishien@pref.hyogo.lg.jp 


